
保険年齢 ※２

年齢群団別　月払保険料（確定）

（保険料の単位：円）

効力発生日現在において年齢満６０歳以上の従業員およびその配偶者の方（役員およびその配偶者の方は年齢満６６歳以上の方）は新規加入・増額
はできません。
※１ 役員のみ選択できます。年齢満61歳以上の従業員の方の保険金額は1,000万円を限度とします。
 （役員の方は年齢満66歳以上のとき、保険金額は1,000万円を限度とします。）
※２ 「保険年齢」は、被保険者の年齢を満年齢で計算し、１年未満の端数は６カ月以下は切捨て、６カ月超は切上げます。
 (例：１９歳７カ月の被保険者の方の保険年齢は２０歳となります。）
 なお、加入資格の年齢は効力発生日時点の満年齢となりますのでご注意ください。
 （加入資格につきましてはパンフレットの７ページをご確認ください。）

パンフレットに記載の保険料が以下のとおり確定しました。
追加募集でご加入・増額のご検討をされる際は、パンフレットとあわせて以下の保険料をご確認ください。
なお、当ご案内はパンフレットとあわせて、申込みいただきました後も大切に保管してください。
※今回は新規加入・増額のみのお取扱いとなります。減額を希望される場合は、次回の一斉募集時にお申込みください。
※今回、新規加入・増額される方は、すべて「申込書兼告知書」でのお手続きとなります。

【在職者用】保障額と保険料 在職者と退職者で保険料が異なりますのでご注意ください。

●在職者の保険料は毎月の給与から控除します。
●上記および左記は確定保険料です。ただし、保険料は毎年の更新日に再計算し適用します。
　また、保険料は直近更新日（令和7年３月１日）時点の保険年齢でご確認ください。
●当ご案内における年齢は原則として満年齢で記載しており、保険年齢の場合は保険年齢○○歳と
記載しております。
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5,600 7,700 12,020 13,520 33,175
5,040 6,930 10,818 12,168 29,857
4,480 6,160 9,616 10,816 26,540
3,920 5,390 8,414 9,464 23,222
3,360 4,620 7,212 8,112 19,905
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784 1,078 1,682 1,892 4,644
560 770 1,202 1,352 3,317
336 462 720 810 1,990
224 308 480 540 1,327
1,120 1,540 2,404 2,704 6,635
784 1,078 1,682 1,892 4,644
560 770 1,202 1,352 3,317
336 462 720 810 1,990
224 308 480 540 1,327
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明治グループのみなさまへ
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新規加入・増額はできません。

●退職者の保険料は1年ごとに所定の日に所定の口座から振替えます。
●上記は確定保険料です。ただし、保険料は毎年の更新日に再計算し適用します。
また、保険料は直近更新日（令和7年３月１日）時点の保険年齢でご確認ください。
●当ご案内における年齢は原則として満年齢で記載しており、保険年齢の場合は保険年齢○○歳と記載しております。

※「保険年齢」は、被保険者の年齢を満年齢で計算し、１年未満の端数は６カ月以下は切捨て、６カ月超は切上げます。
(例：１９歳７カ月の被保険者の方の保険年齢は２０歳となります。）

【退職者用】保障額と保険料
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在職者と退職者で保険料が異なりますのでご注意ください。
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保険金額は１，０００万円を限度とします。
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31,012 76,735 76,735

21,708 53,714 53,714

15,506 38,367 38,367

9,303 23,020 23,020

6,202 15,347 15,347

12,860 17,840 27,612 31,012 76,735 76,735

9,002 12,487 19,327 21,708 53,714 53,714

6,430 8,919 13,805 15,506 38,367 38,367

3,858 5,351 8,283 9,303 23,020 23,020

2,572 3,568 5,522 6,202 15,347 15,347


